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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第21期
第３四半期
累計期間

第22期
第３四半期
累計期間

第21期
第３四半期
会計期間

第22期
第３四半期
会計期間

第21期

会計期間

自  平成22年
    １月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成23年
    １月１日
至  平成23年
    ９月30日

自  平成22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成23年
    ７月１日
至  平成23年
    ９月30日

自  平成22年
    １月１日
至  平成22年
    12月31日

売上高 (千円) 10,228,38910,253,2863,020,6743,478,09313,717,768

経常利益(△経常損失) (千円) 242,073 160,114 18,660 △9,370 309,054

四半期(当期)純利益
(△純損失)

(千円) 138,014 105,000 6,580 △5,967 177,438

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― ― 250,865 250,865 250,865

発行済株式総数 (株) ― ― 2,011,5002,011,5002,011,500

純資産額 (千円) ― ― 1,404,5921,500,7131,444,126

総資産額 (千円) ― ― 3,983,8884,651,5024,092,198

１株当たり純資産額 (円) ― ― 715.90 764.89 736.05

１株当たり四半期
(当期)純利益
(△純損失)金額

(円) 70.34 53.52 3.35 △3.04 90.44

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 3,450 11.50 ― ― 3,461.50

自己資本比率 (％) ― ― 35.3 32.3 35.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 340,272△319,500 ― ― 339,222

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 40,240△335,763 ― ― 131,825

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △345,364 654,910 ― ― △437,926

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 1,191,9221,189,5411,189,895

従業員数 (人) ― ― 187 198 190

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２  売上高には消費税等は含まれておりません。

３  第21期、第21期第３四半期累計期間及び第３四半期会計期間、第22期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１

株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有していないため記

載しておりません。第22期第３四半期会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

４  平成22年７月１日付で１株につき300株の割合で株式分割を行っております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成23年９月30日現在

従業員数(人) 198（22）

(注)  従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は(  )内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。 
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社は、法人向けのコンピュータ及び周辺機器の販売を中心に事業を営んでおり、生産状況及び受注状況

は記載しておりません。

(1) 商品仕入実績

当第３四半期会計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称
当第３四半期会計期間
(自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日)

前年同四半期比(％)

情報機器販売事業 (千円) 2,377,087 ―

アスクルエージェント事業 (千円) 776,959 ―

その他 (千円) ― ―

合計 (千円) 3,154,046 ―

(注)  上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

(2) 販売実績

当第３四半期会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称
当第３四半期会計期間
(自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日)

前年同四半期比(％)

情報機器販売事業 (千円) 2,592,095 ―

アスクルエージェント事業 (千円) 882,112 ―

その他 (千円) 3,885 ―

合計 (千円) 3,478,093 ―

(注)  上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

第21期有価証券報告書の「第２  事業の状況  ４  事業等のリスク」に記載した内容から重要な変更は

ありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　
(1) 業績の状況

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要により一部では回復の兆しは

見られたものの、電力の供給不足や欧州を発端とする金融不安など懸念すべき問題も多く、景気の先行き

は不透明な状況で推移いたしました。

当社が属するコンピュータ販売業界におきましては、経済の不透明感の影響から企業の設備投資への

慎重な姿勢が続き、また価格競争の激化による販売価格の下落が進みました。

このような状況の下、当社は強みである在庫戦略を強化し、市場ニーズを捉えた商品を短納期で提供で

きる体制を整えることで売上の拡大に努めてまいりました。

以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は3,478,093千円（前年同四半期比15.1％増）、コン

ピュータ及びアスクル商品の販売価格の下落や販売費及び一般管理費が増加したことにより経常損失は

9,370千円（前年同四半期は経常利益18,660千円）、四半期純損失は5,967千円（前年同四半期は四半期

純利益6,580千円）となりました。

①  情報機器販売事業

顧客企業の設備投資に対する慎重な姿勢が続いたことや、価格競争の激化による販売価格の下落に

より、売上高は2,592,095千円、営業利益は1,402千円となりました。　

②  アスクルエージェント事業

新規取引の拡大が順調であったものの、今後の事業拡大の為の体制強化による販管費及び一般管理

費が増加したことにより、売上高は882,112千円、営業損失は8,647千円となりました。　

③  その他

その他におきましては、派遣事業等を行っております。

その他全体での売上高は3,885千円、営業損失は297千円となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、第２四半期会計期間

末と比較して118,727千円増加し、1,189,541千円となりました。

当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により使用した資金は100,448千円(前年同四半期比121,690千円の支出増)となりました。

これは前年同四半期と比べて、たな卸資産の増加額が減少したものの、売上債権の減少額が減少したこ

と、仕入債務の増加額が減少したこと及び法人税等の支払額が増加したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により得られた資金は57,838千円(前年同四半期比129,668千円の収入増)となりました。こ

れは前年同四半期と比べて、定期預金等の預入による支出が減少したこと及び定期預金等の払戻によ

る収入が増加したことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により得られた資金は161,337千円(前年同四半期比76,459千円の収入増)となりました。こ

れは前年同四半期と比べて、長期借入金の返済による支出が増加したものの、短期借入金の増加額が増

加したことによるものです。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

経営成績に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、第21期有価証券報告書の「第２  事業の状況  

４  事業等のリスク」に記載のとおりであります。

　

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

①  資金需要

当社の運転資金需要のうち主なものは、販売及び在庫のための商品購入ならびに販売費及び一般管

理費によるものであります。

②  資本の財源

当社における増加運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達して

おります。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であり

ます。

③  キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローの分析につきましては、上記(2) キャッシュ・フローの状況に記載していると

おりであります。

　

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

現在の営業環境は、欧州の金融不安や円高などの影響により、企業の設備投資に対する慎重な姿勢が続

き、今後も先行き不透明な状況が続くものと認識しております。

当社の経営陣は、これまで事業に従事してきた経験や、現在入手可能な情報に基づき、最善の経営判断

をおこなっており、引き続き積極的な営業活動を展開すると共に、業務の効率化を推し進めてまいりま

す。  
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画

はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 6,600,000

計 6,600,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年11月11日)
(注)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,011,500 2,011,500
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式で
あり、単元株式数は100株であ
ります。

計 2,011,500 2,011,500― ―

(注)  「提出日現在発行数」欄には、平成23年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①  平成17年12月21日臨時株主総会決議に基づく平成18年１月12日取締役会決議

　

　
第３四半期会計期間末
(平成23年９月30日)

新株予約権の数(個) 867 (注)３

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 (注)６

新株予約権の目的となる株式の数(株) 260,100 (注)３、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 230,100 (注)１、５

新株予約権の行使期間
自　平成19年12月22日
至　平成27年12月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　767
資本組入額　384
(注)５

新株予約権の行使の条件 (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要
する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― (注)４

(注) １  新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に各新株予約権の

目的たる株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。

当社が株式分割または株式併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当
社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合、または、当社が時価を下回る価額で自己
株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払込金
額は１株当たり処分価額と読み替えるものとする)

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式の数を含まない。

２  新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当

社子会社の取締役、監査役および使用人の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退

任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職の場合は地位喪失後24ヶ月以内(た

だし、権利行使期間内に限る)または権利行使期間開始の日より24ヶ月以内のいずれかの期間内に限り権利

行使をなしうるものとする。ただし、取締役会決議においてその他正当な理由が存すると認めた場合にはこ

の限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会決議において

正当な理由が存すると認めた場合にはこの限りではない。

(3) その他の行使の条件については、本株主総会決議および新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別

途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

３  新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職によって権利を喪失したことにより消却した数を

控除しております。
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４  当社が完全子会社となる株式交換または株式移転の際の承継は以下のとおりです。

(1) 当社が完全子会社となる株式交換または株式移転(以下、「当該株式交換等」という)を行うときは、新株予

約権にかかる義務を、当該株式交換等により完全親会社となる会社に承継させる。ただし、株式交換契約書

または当該株式移転にかかる株主総会決議において下記(2)に定める方針に沿った内容の定めがなされた

場合に限る。

(2) 承継される新株予約権の内容の決定方針

①  目的たる完全親会社の株式の種類

完全親会社が当該株式交換等に伴い発行する株式と同種類の株式

②  目的たる完全親会社の株式の数

当該株式交換等の比率に応じて調整するものとし、調整後１株未満の端数は切り捨てる。

③  権利行使に際して払込むべき額

承継前における価額と同額

④  権利行使期間

承継前における権利行使期間に同じ

⑤  その他の権利行使の条件

原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については当該株式交換等の際に当社の取

締役会において定めるものとする。

⑥  消却事由および消却条件

原則として承継前における消却事由・消却条件と同じとし、詳細については当該株式交換等の際に当社

の取締役会において定めるものとする。

⑦  新株予約権の譲渡制限

完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

５  平成22年５月24日開催の取締役会決議により、平成22年７月１日付で１株を300株に株式分割しております。

これに伴い「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の

行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

６  単元株式数は100株であります。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年７月１日～
平成23年９月30日

― 2,011,500― 250,865― 201,000

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式    49,500

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 1,961,700 19,617 ―

単元未満株式 普通株式       300 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 2,011,500― ―

総株主の議決権 ― 19,617 ―

(注)  「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。

また、「議決権の数」欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社ハイパー

東京都中央区
日本橋堀留町２丁目９－６

49,500 ― 49,500 2.46

計 ― 49,500 ― 49,500 2.46

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成23年
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 565 740 740 605 600 630 620 624 560

最低(円) 519 545 450 544 530 566 575 520 513

(注)  最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであ

ります。

(1) 役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

常務取締役 財務担当 常務取締役
情報機器
営業統括部長

遠藤　孝 平成23年10月14日
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第５ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び前第３四半期累計期間

(平成22年１月１日から平成22年９月30日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期

会計期間(平成23年７月１日から平成23年９月30日まで)及び当第３四半期累計期間(平成23年１月１日か

ら平成23年９月30日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間(平成22年７月１日か

ら平成22年９月30日まで)及び前第３四半期累計期間(平成22年１月１日から平成22年９月30日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第３四半期会計期間(平成23年７月１日から平成23年９月30日まで)及び当第３

四半期累計期間(平成23年１月１日から平成23年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有

限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
　　(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成23年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,291,541 1,364,895

受取手形及び売掛金 2,128,119 2,027,140

商品 585,336 446,677

その他 68,334 56,423

貸倒引当金 △12,555 △23,163

流動資産合計 4,060,775 3,871,973

固定資産

有形固定資産 ※1
 47,273

※1
 30,784

無形固定資産 389,737 39,073

投資その他の資産

投資有価証券 30,797 35,861

その他 196,929 189,329

貸倒引当金 △74,011 △74,824

投資その他の資産合計 153,715 150,366

固定資産合計 590,727 220,224

資産合計 4,651,502 4,092,198

負債の部

流動負債

買掛金 1,763,212 1,797,623

短期借入金 400,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 280,796 242,708

未払法人税等 1,713 112,728

賞与引当金 20,171 37,584

その他 103,776 152,622

流動負債合計 2,569,669 2,643,266

固定負債

長期借入金 565,620 4,805

その他 15,500 －

固定負債合計 581,120 4,805

負債合計 3,150,789 2,648,071
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成23年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 250,865 250,865

資本剰余金 201,000 201,000

利益剰余金 1,071,056 1,011,181

自己株式 △14,979 △14,979

株主資本合計 1,507,941 1,448,066

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,228 △3,940

評価・換算差額等合計 △7,228 △3,940

純資産合計 1,500,713 1,444,126

負債純資産合計 4,651,502 4,092,198
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　　(2)【四半期損益計算書】
　　【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 10,228,389 10,253,286

売上原価 8,839,269 8,794,391

売上総利益 1,389,120 1,458,894

販売費及び一般管理費 ※１
 1,145,022

※１
 1,295,359

営業利益 244,097 163,535

営業外収益

受取利息 758 374

受取配当金 921 937

広告料収入 900 －

その他 888 1,553

営業外収益合計 3,468 2,865

営業外費用

支払利息 5,482 6,279

その他 10 7

営業外費用合計 5,492 6,286

経常利益 242,073 160,114

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 9,543

特別利益合計 － 9,543

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,658

特別損失合計 － 1,658

税引前四半期純利益 242,073 167,998

法人税、住民税及び事業税 93,963 42,919

法人税等調整額 10,094 20,077

法人税等合計 104,058 62,997

四半期純利益 138,014 105,000
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　　【第３四半期会計期間】
(単位：千円)

前第３四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自 平成23年７月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 3,020,674 3,478,093

売上原価 2,615,999 3,013,971

売上総利益 404,675 464,121

販売費及び一般管理費 ※１
 385,395

※１
 471,663

営業利益又は営業損失（△） 19,280 △7,542

営業外収益

受取利息 247 172

受取配当金 265 270

広告料収入 300 300

その他 55 160

営業外収益合計 868 902

営業外費用

支払利息 1,487 2,727

その他 1 3

営業外費用合計 1,489 2,731

経常利益又は経常損失（△） 18,660 △9,370

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 308

特別利益合計 － 308

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 18,660 △9,062

法人税、住民税及び事業税 801 △17,882

法人税等調整額 11,278 14,788

法人税等合計 12,080 △3,094

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,580 △5,967
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　　(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 242,073 167,998

減価償却費 7,673 40,482

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,668 △9,543

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,716 △17,413

受取利息及び受取配当金 △1,680 △1,312

支払利息 5,482 6,279

売上債権の増減額（△は増加） △118,871 △102,043

たな卸資産の増減額（△は増加） △259 △140,327

仕入債務の増減額（△は減少） 181,419 △34,411

その他 59,210 △48,763

小計 385,000 △139,053

利息及び配当金の受取額 1,601 1,309

利息の支払額 △5,303 △6,797

法人税等の支払額 △41,025 △174,960

営業活動によるキャッシュ・フロー 340,272 △319,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △237,500 △204,000

定期預金の払戻による収入 201,000 277,000

無形固定資産の取得による支出 － △394,977

敷金及び保証金の回収による収入 95,385 －

その他 △18,644 △13,786

投資活動によるキャッシュ・フロー 40,240 △335,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － 100,000

長期借入れによる収入 － 900,000

長期借入金の返済による支出 △277,686 △301,097

配当金の支払額 △67,678 △43,992

財務活動によるキャッシュ・フロー △345,364 654,910

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35,148 △353

現金及び現金同等物の期首残高 1,156,774 1,189,895

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,191,922

※1
 1,189,541
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

項目
当第３四半期累計期間
(自  平成23年１月１日
  至  平成23年９月30日)

会計処理基準に関する事項の変更  「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企

業会計基準第18号  平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成20年

３月31日)を適用しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

【表示方法の変更】

当第３四半期累計期間
(自  平成23年１月１日
  至  平成23年９月30日)

(四半期損益計算書関係)

前第３四半期累計期間において区分掲記しておりました「広告料収入」(当第３四半期累計期間300千円)は、営

業外収益の総額の100分の20以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示することにしました。

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しており

ました「無形固定資産の取得による支出」は重要性が増したため、当第３四半期累計期間より区分掲記すること

としました。なお、前第３四半期累計期間の「無形固定資産の取得による支出」は13,228千円です。

 
前第３四半期累計期間において区分掲記しておりました「敷金及び保証金の回収による収入」(当第３四半期

累計期間930千円)は金額的重要性が乏しくなったため、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に

含めて表示することにしました。

　

【簡便な会計処理】

当第３四半期累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

当第３四半期会計期間末
(平成23年９月30日)

前事業年度末
(平成22年12月31日)

※１  有形固定資産の減価償却累計額 23,858千円※１  有形固定資産の減価償却累計額 16,369千円

　

(四半期損益計算書関係)

前第３四半期累計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年１月１日
至  平成23年９月30日)

※１  販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

給料手当 498,282千円

賞与引当金繰入額 17,614

販売手数料 107,154

貸倒引当金繰入額 11,668

※１  販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

給料手当 514,603千円

賞与引当金繰入額 20,171

販売手数料 145,642

　 　

　

前第３四半期会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日)

※１  販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

給料手当 171,332千円

賞与引当金繰入額 17,549

販売手数料 32,581

貸倒引当金繰入額 10,437

※１  販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

給料手当 176,787千円

賞与引当金繰入額 20,026

販売手数料 63,477

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期累計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年１月１日
至  平成23年９月30日)

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,461,221千円

預入期間が３ヶ月超の
定期預金等

△269,298　

現金及び現金同等物 1,191,922　

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,291,541千円

預入期間が３ヶ月超の
定期預金等

△102,000　

現金及び現金同等物 1,189,541　
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(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末(平成23年９月30日)及び当第３四半期累計期間(自  平成23年１月１日  至  平

成23年９月30日)

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 2,011,500

　

２．自己株式の種類及び株式数

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 49,500

　

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年３月24日
定時株主総会

普通株式 22,563 11.50平成22年12月31日 平成23年３月25日 利益剰余金

平成23年８月８日
取締役会

普通株式 22,563 11.50平成23年６月30日 平成23年９月12日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の

末日後となるもの

　　該当事項はありません。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認め

られないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

有価証券は、当社の事業運営における重要性が乏しく、かつ前事業年度の末日に比べて著しい変動が

認められないため、記載しておりません。

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　
(資産除去債務関係)

資産除去債務の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比べて著しい変動が

認められないため、記載しておりません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。

当社は、主に「情報機器販売事業」、「アスクルエージェント事業」により構成されているため、こ

の２つの事業を報告セグメントとしております。

「情報機器販売事業」は主にコンピューター、プリンター等の販売及びそれに付帯する設置保守の

サービス等を行っており、「アスクルエージェント事業」は、主にアスクル代理店を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日)

　 　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
その他
(注) １

合計 調整額

四半期損益
計算書
計上額
(注）２

情報機器販
売事業

アスクル
エージェン
ト事業

計

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売
上高又は振替高

8,498,269

―

1,737,715

―

10,235,985

―

17,301

―

10,253,286

―

―

―

10,253,286

―

計 8,498,2691,737,71510,235,98517,30110,253,286― 10,253,286

セグメント利益又は
損失(△)

189,230△22,845166,385△2,849163,535 ― 163,535

(注) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、派遣事業等を含んでおります。

２   セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業利益であります。

　

当第３四半期会計期間(自  平成23年７月１日  至  平成23年９月30日)

　 　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
その他
(注) １

合計 調整額

四半期損益
計算書
計上額
(注）２

情報機器販
売事業

アスクル
エージェン
ト事業

計

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売
上高又は振替高

2,592,095

―

882,112

―

3,474,207

―

3,885

―

3,478,093

―

―

―

3,478,093

―

計 2,592,095882,1123,474,2073,8853,478,093 ― 3,478,093

セグメント利益又は
損失(△)

1,402△8,647△7,245 △297 △7,542 ― △7,542

(注) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、派遣事業等を含んでおります。

２   セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業利益又は営業損失(△)であります。
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(追加情報)

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年

３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平

成20年３月21日)を適用しております。

　

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１. １株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
(平成23年９月30日)

前事業年度末
(平成22年12月31日)

１株当たり純資産額 764.89円１株当たり純資産額 736.05円

　

２. １株当たり四半期純利益金額等

　

前第３四半期累計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年１月１日
至  平成23年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 70.34円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有し

ないため記載しておりません。
 

１株当たり四半期純利益金額 53.52円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有し

ないため記載しておりません。

　(注)  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

　　　　おりであります。
　

　
前第３四半期累計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年１月１日
至  平成23年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益(千円) 138,014 105,000

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 138,014 105,000

期中平均株式数(株) 1,962,000 1,962,000

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

―――――― ――――――
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前第３四半期会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 3.35円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有し

ないため記載しておりません。
 

１株当たり四半期純損失金額(△) △3.04円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期

純損失であるため記載しておりません。
 

　(注)  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　　　　金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

　
前第３四半期会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純
損失金額

　 　

四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) 6,580 △5,967

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)(千円)

6,580 △5,967

期中平均株式数(株) 1,962,000 1,962,000

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

―――――― ――――――

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

前事業年度に比べて、著しい変動がないため、記載しておりません。

　

２ 【その他】

平成23年８月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）配当金の総額………………………………………22,563千円

（ロ）１株当たりの金額…………………………………11円50銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年９月12日

  （注） 平成23年６月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月12日

株式会社ハイパー

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    千    葉    通    子    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    藤    原          選    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ハイパーの平成22年１月１日から平成22年12月31日までの第21期事業年度の第３四半期会計期間（平成

22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30

日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ハイパーの平成22年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年11月11日

株式会社ハイパー

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    千    葉    通    子    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    藤    原          選    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ハイパーの平成23年１月１日から平成23年12月31日までの第22期事業年度の第３四半期会計期間（平成

23年７月１日から平成23年９月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成23年１月１日から平成23年９月30

日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ハイパーの平成23年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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